
（P1：基本・運営情報） 三田市・指定管理者制度モニタリング【様式３】

( 年間)

1

2

指定管理施設評価　年間評価シート

実施時期 回答数

１．施設概要

２．指標

年度実施）年度評価

管理運営におけ
る基本理念

施設の設置目的

迷惑駐車・駐輪の防止に資することにより道路交通の円滑化を図るとともに、利便性の
高い施設を目指す。

道路交通の円滑化、自転車や自動車等を利用する市民の利便を図る。

施設所管課

施設名

所在地

指定管理者

三田市福島（新三田駅前駐車場）他

公募

三田市自転車等駐車場、三田市新三田駅前駐車場、
三田市藍本駅前駐車場

利用者
満足度
調査結
果

（％）

【増加】

利用者の満足度

130件令和7年1月

95%駐輪・駐車場の総合的な満足度

使い勝手・利便性

管理人の対応について

2,584 2,274

76,82680,790

82,344 82,344 80,858 78,972

ー

ー ー ー

61,757 60,719 58,159

82,344 82,130

93%

95%

主な調査内容及び満足度（普通以上の割合）

9,28611,232 10,843

73,88577,95680,040

2,14668214

都市整備部管理課 電話 079-559-5110

評価指標（下記の指標を【増加】又は【減少】させる管理運営を実施）

施設全体

詳細

（単位：千円）

収入

指定管理料

97

438,884

438,369 441,536 438,884

現指定管理者現指定管理者現指定管理者

438,369 441,536

利用件数(台)【全体】

利用者数(台)【全体】

使用料収入

2,376

施設管理型施設分類

三田市あかしあ台5丁目32番地2 選定方法

公益社団法人　三田市シルバー人材センター

から

不採用

令和4年4月1日

令和9年3月31日 5
主な
業務内容

・施設の管理、運営
・案内、誘導
・定期券の販売及び使用料の徴収
・自転車等放置禁止区域の巡回
・放置自転車等の保管及び指導

R4年度R5年度R6年度

R4年度R5年度R6年度

82,344 80,858 78,972

R4【実績】R5【実績】R6【実績】

0

市の使用料収入（利用料金制を採用していない場合）

8,313 6,238

令和6 令和7（

利用料金制

指定期間

指定管理者所在地

３．管理運営状況

【増加】

397,030394,874389,336

99

73,884,37077,955,470

28 28 28

指定管理者
の収支状況

支出

人件費

光熱水費

施設修繕費

施設維持管理費・事業費等

差引き

利用者数①(台)

利用者数③(台)

有料施設稼働率(％) １日平均駐輪・駐車数÷満車台数（4,291台）

藍本駅前駐車場

有料駐輪場合計

10,295

施設利用料金

ー

施設
利用状況

項目

82,344

R6【計画】

2,606

利用者数②(台) 新三田駅前駐車場 46,657 44,078 39,580

61,130

80,039,720

施設全体

事業収入等（受講料その他）

ー ー ー

（円）

95

6,034 8,118

2,903 3,194 1,263



（P2：評価内容） 指定管理者制度モニタリング【様式３】

４．各項目における評価内容

（得点率＝評価項目の評点の合計÷満点×100）

評価項目（項目区分別）における評価区分 総合評価における評価区分
適正管理【３段階】 サービス効果【５段階】 得点率 総合評価

5 優れている 概ね80％以上 ※ 優良
4 やや優れている 概ね70％以上 ※ 良好

3 適正 3 標準 概ね60％以上 ※ 標準
2 課題有 2 やや劣っている 概ね50％以上 要努力
1 要改善 1 劣っている 概ね50％未満 要改善

該当しない評価項目は斜線表示とする ※評価項目に１つでも１の評価がある場合は、Ｃ以下とする

５．総評

【成果】

【課題】

【今後の方向性】

市評価

3 適正

指定管理施設評価 年度実施）

施設名

指定管理者

年度評価

公益社団法人　三田市シルバー人材センター 施設所管課 都市整備部管理課

 三田市自転車等駐車場、三田市新三田駅前駐車場、三田市藍本駅前駐車場

標準

4 やや優れている

3

3

年間評価シート
施設分類 施設管理型

Ⅰ.基本的な
 サービスの提供

項目区分評価項目

サービス効果

サービス効果

サービス効果

 の取り組み

サービス効果

Ａ総合評価
得点率

標準

優れている

Ⅱ.施設の管理

→

→
→

→
→
→

適正管理

サービス効果

サービス効果

サービス効果

サービス効果

サービス効果

やや優れている

優れている

70%

標準

3 標準標準

適正

適正

サービス効果

サービス効果

適正管理

(5)コスト削減、環境配慮の取り組み

(4)指定管理者が行う修繕

3

3

3

5

3

評価の観点

(6)目標の達成度

(5)施設の目的に沿ったサービスの提供

(4)市、関係団体、地域等との連絡調整

(3)利用承認、案内等の対応と接遇

(2)利用者の安全確保

(1)施設運営に係る協定事項の遵守

指定管理者セルフ評価

適正管理

適正管理

適正

3 適正

3 適正

3

4

4

5

4

3

(4)利用者の満足度

(3)利用者ニーズに応じた改善

(2)利用者獲得及び収入増加に向けた取り組み

(1)苦情等への対応

(3)清掃・衛生管理・警備

(2)収納・文書・備品の適正管理

やや優れている 3Ⅳ.満足度向上へ 4

適正

3 標準

3 標準

3 標準

標準

標準

標準

3 標準

標準

やや優れている

3

3

3

令和6 （ 令和7

・利用者のマナー向上に向け、適時啓発看板の設置等を行った。
・各設備の保守において、市や保守業者からの指摘事項（消防点検など）に適切に対応している。

・市内の自転車等放置禁止区域での放置自転車への警告札の取り付けや車両の撤去を引き続き行っていく。特にフラ
ワータウンの商業施設「フローラ８８」の閉店に伴う駐輪スペースの減少により、利用者のマナー意識が低くなっているため、
長期放置自転車の撤去などの対策強化を指定管理者と連携する。
・設備の経年劣化による故障等に対し、指定管理者とのリスク分担による都度修繕を行い、指定管理者と緊密な連携を行
うことで施設の適切な維持管理を図る。

・前年度に比べて全体の利用台数が減少している状況を受け、利用台数の減少が周辺での放置自転車の増加に繋がっ
ていないかなど状況を把握する必要がある。
・道路交通法の改正により、原付一種の区分の変更によりサイズが大きくなるため、今後の状況に応じた対策を検討する。

Ｄ
Ｃ

指定管理者による所見

市による所見

適正

やや優れている

・利用マナーに対しての苦情の多い駐輪場への対策として、啓発看板を設置しマナー向上に努めた。（南ウッディタウン
駅、フワラータウン駅、横山駅）
・新三田駅前駐車場、三田駅前地下駐輪場設備等の経年劣化による最低限の修繕は行ってきているが、今後も市と協
議、調整を行っていく必要がある。
・三田駅前北側駐輪場において、自動二輪の利用が増えてきており、駐輪スペースの見直しを検討する必要がある。

Ｂ
Ａ
Ｓ

4 やや優れている

3 標準

3


